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ナスダック・ジャパン市場外国株券振替決済制度要綱

平成 13 年２月 20 日

大 阪証券取引所

項    目 内        容 備    考
Ⅰ　総則
１　外国株券の取扱い

２　口座管理機関等

３　参加者

４　口座の開設

５　決済事務の委任

６　保管機関

・大阪証券取引所（以下「本所」という。）において取り扱うナスダック・
ジャパン市場外国株券（新株引受権証書を含む。以下「外国株券」とい
う。）の売買等の決済は，以下のとおり取り扱うものとする。

・外国株券の売買等の決済は，振替決済制度により行うものとし，振替
決済に係る口座を管理する機関はシティバンク、エヌ・エイ（以下「決
済会社」という。）とする。

・参加者は本所の正会員（以下「会員」という。）及び大阪証券金融株式
会社とする。

・会員は，顧客のために口座を開設する。
・決済会社は，参加者のために口座を開設する。

・本所は，外国株券の売買の決済に関し，本所が定める以下の事務を決
済会社に委任する。
①外国株券の当日取引及び普通取引に係る売買の決済に関する口座の
振替並びに当該口座の振替に係る外国株券の保管に関する事務
②①に関する有価証券引渡票による決済及び当該有価証券引渡票に係
る貸借の決済に関する事務
・会員は外国株券の売買等の決済について，上記の事務に関して，決済
会社が本所の承認を受けて定めるところにより行うこととする。

・決済会社は，本所と協議のうえ指定する保管機関（以下「現地保管機
関」という。）を定め，寄託株券の保管等の事務を委任する。
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Ⅱ　決済方法
１　取引所取引の決済方
法

２　その他の決済方法

３　口座振替の効力発生
の時期

Ⅲ　株券の預託・返還
１　株券の預託

２　株券の返還

・外国株券の売買の決済に係る有価証券の授受は，本所との間において，
決済会社における口座の振替により行うものとする。この場合における
渡方会員の口座から本所の口座への振替請求は，本所が渡方会員に代わ
って決済会社に対して行うものとし，本所の口座から受方会員の口座へ
の振替請求は，本所が決済会社に行うものとする。

・決済会社は，渡方参加者及び受方参加者の指図に基づき，当該会員間
の口座の振替を行う。

・上記１，２の場合において，受方参加者の口座に振替数量が記帳され
たときに共有権が移転する。
・顧客については，参加者が当該顧客の口座に買付数量等の記帳を行っ
たときに，当該顧客に共有権の移転が行われるものとする。

・決済会社は，参加者から外国株券の預託を受けたときは，現地保管機
関から振替完了通知を受けたのち，当該預託に係る数量等を参加者口座
に記帳する。

・決済会社は，参加者から外国株券の返還請求を受けたときは，現地保
管機関から振替完了通知を受けたのち，返還請求に係る数量等を参加者
口座に減少記帳する。

・「その他」とは以下のとお
り
①参加者間の貸借及びその
決済
②参加者間における顧客の
株券移動
③会員の公募新株式の取得
④会員間の国内店頭取引の
決済
・参加者はＦＡＸ等で指図
する。
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Ⅳ　実質株主に対する株
式事務
１　株式事務取扱機関の
指定

２　配当金支払取扱銀行
の指定

３　参加者の株式事務等
の決済会社に対する委
任等

４　配当金の取扱い

５　新株引受権等の処理

６　株主総会における議
決権の行使

７　諸通知

・発行会社は，本所の承認を得て，株式事務取扱機関を指定するものと
する。

・発行会社は，本所の承認を得て，配当金支払取扱銀行を指定するもの
とする。

・決済会社は，預託株券につき，株式事務及び配当金支払事務（以下「株
式事務等」という。）について，参加者から委任を受ける。
・決済会社は，参加者から委任を受けた株式事務等の一部又は全部を，
株式事務取扱機関及び配当金支払取扱銀行に委任する。

・配当金は，決済会社が発行会社から一括して受領し，配当金支払取扱
銀行を通じ，口座振込等により実質株主へ支払う。
・配当金の支払いは，すべて円貨で行う。

・新株引受権が付与される場合，株式分割等により新株式が割り当てら
れる場合及び減資等が行われる場合の処理については，外国証券取引口
座約款に基づき取り扱う。

・預託株券に係る株主総会の議決権は，実質株主の指示により，決済会
社が行使する。ただし，指示がない場合には議決権を行使しない。
・上記における指示は，決済会社が指定する日までに，実質株主が直接
株式事務取扱機関に所定の書類を送付することにより行う。

・実質株主に対し，株主総会議案等に関する通知が行われる場合には，
株式事務取扱機関は，発行会社から諸通知を受領し，これを実質株主に
関する資料に基づき実質株主に交付するか，所定の方法により公告を行
う。
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Ⅵ　その他
１　参加者自己分通知書

２　振替等手数料

３　実施日

・参加者は，預託株券の残高につき，自己分と委託分の別を，所定の参
加者自己分通知書により，決済会社に報告するものとする。

・本所は振替等手数料を別途定める。

・本制度は平成　　年　　月　　日から実施する。

以　　上


